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町
議
会
だ
よ
り
150
号
に
よ
せ
て 

 

お
く
た
ま
町
議
会
だ
よ
り
が
、
昭

和
47
年
５
月
20
日
の
創
刊
か
ら
37

年
が
た
ち
、
今
号
で
150
号
を
数
え
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

創
刊
当
初
は
活
字
の
大
き
さ
な
ど
、

読
み
づ
ら
い
点
も
若
干
見
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
内
容
は
素
晴
ら
し
く
、
当

時
の
議
員
の
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
。
創
刊
時
の
議
長
は
故
村
木

弥
之
助
氏
、
副
議
長
は
故
河
村
作
五

郎
氏
で
あ
り
、
紙
面
の
会
議
結
果
中

に
あ
る
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
方

が
た
の
生
年
月
日
が
、
明
治
40
年
代 

             

か
ら
大
正
年
代
が
多
く
、
改
め
て
年

代
の
積
み
重
ね
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
当
時
の
議
員
の
多
く
の
方

が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

現
職
の
島
崎
利
雄
議
員
が
一
般
質
問

を
行
っ
て
お
り
、
議
員
歴
の
長
さ
に

驚
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
敬
意
を
表

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。 

町
議
会
だ
よ
り
150

号
の
発
行
に

よ
せ
て
、
長
い
伝
統
の
重
さ
を
感
じ

な
が
ら
も
、
未
来
を
め
ざ
し
、
町
民

が
読
み
や
す
い
紙
面
づ
く
り
に
努
力

を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会 

委
員
長 

前 

田 

悦 

男 
             

 

第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
９
日
か

ら
６
月
12
日
ま
で
の
、
会
期
４
日
間

に
わ
た
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。 

 

―
―
― 

補 

正 

予 

算 

―
― 

 

○
一
般
会
計
（
第
１
号
） 

○
都
民
の
森
管
理
運
営
事
業
特
別
会 

 
 

計
（
第
１
号
） 

○
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
１
号
） 

 

―
―
― 

工 

事 

契 

約 

―
― 

 

○
森
林
活
動
拠
点
施
設
整
備
工
事
請

負
契
約
に
つ
い
て 

○
若
者
定
住
化
住
宅
建
設
工
事
請
負

契
約
に
つ
い
て 

      

 

 

第
２
回
定
例
町
議
会 

町
長
提
出
議
案
と
結
果 
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○
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事
請

負
契
約
に
つ
い
て 

○
奥
多
摩
処
理
区
下
水
道
管
渠
建
設 

工
事
そ
の
９
請
負
契
約
に
つ
い
て 

○
奥
多
摩
処
理
区
下
水
道
管
渠
建
設

工
事
そ
の
10

請
負
契
約
に
つ
い
て 

○
奥
多
摩
処
理
区
下
水
道
管
渠
建
設

工
事
そ
の
11

請
負
契
約
に
つ
い
て 

 

次
の
議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。 

 

○
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
抗
議
す
る
決

議 

 

―
― 

 

不
採
択
と
し
た
も
の 

 

―
― 

 

○
議
会
は
使
命
を
果
た
す
こ
と
を
求

め
る
陳
情 

○
下
水
道
使
用
料
の
減
免
に
つ
い
て

調
査
を
求
め
る
陳
情 

 

原
島
伸
行
議
員 

 

町
に
お
け
る
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」

の
考
え
方
に
つ
い
て 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
東
京
都
を
通
じ
て
事
業
に
つ

い
て
の
照
会
が
あ
っ
た
際
に
は
、
当

町
と
し
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

で
き
る
の
か
検
討
し
て
い
き
た
い 

 

原
島 

総
務
省
が
地
域
お
こ
し
協
力

隊
と
名
づ
け
、
都
会
の
若
者
ら
に
過

疎
地
や
農
山
村
な
ど
地
方
へ
の
一
時

移
住
を
助
成
金
つ
き
で
後
押
し
す
る

制
度
に
、
町
と
し
て
の
考
え
方
は
。 

 

町
長 

「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
と

は
、
都
市
住
民
に
人
口
減
少
や
高
齢

化
等
の
進
行
が
著
し
い
山
村
地
域
に

移
り
住
ん
で
も
ら
い
、
地
域
を
活
性

化
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

地
域
で
の
活
動
内
容
と
し
て
は
、
農

林
漁
業
の
応
援
、
水
質
保
全
、
不
法

投
棄
監
視
、
住
民
の
生
活
支
援
等
で

あ
り
、
山
村
地
域
に
定
住
、
定
着
を

図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
、
事
業
の
仕

組
み
づ
く
り
は
地
方
自
治
体
が
行
い
、

財
政
的
支
援
は
総
務
省
が
行
う
も
の
。

協
力
隊
を
受
け
入
れ
る
自
治
体
側
の

条
件
と
し
て
は
、
仕
事
や
住
居
の
確

保
、
協
力
期
間
が
終
了
し
た
後
の
就

職
の
斡
旋
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
。 

 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
事
業
の
実
施

要
綱
は
、
総
務
省
事
務
次
官
か
ら
都

道
府
県
知
事
及
び
政
令
指
定
都
市
市

長
あ
て
に
、
平
成
21
年
３
月
31
日
付

け
で
通
知
さ
れ
て
い
る
が
、
東
京
都

か
ら
当
町
へ
の
通
知
は
届
い
て
い
な

い
状
況
に
あ
り
、
都
か
ら
事
業
に
つ

い
て
の
照
会
が
あ
っ
た
際
に
は
、
当

町
と
し
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

で
き
る
の
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

  

師
岡
伸
公
議
員 

 

学
校
図
書
室
と
町
立
図
書
館
の
運
営

に
つ
い
て 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
配
置
に

つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
町
立

図
書
館
と
の
連
携
に
つ
い
て
研
究
し
、

学
校
図
書
館
の
充
実
に
向
け
た
取
り

議
員
提
出
議
案
と
結
果 

陳

情

の

取

り

扱

い 

                        

一  般   質   問 

       地域おこし、学校図書、長期総合計画等について質す！ 
２１年６月議会では、１３日の第２日に５名の議員が質問を行いました。（通告順） 
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組
み
を
進
め
て
い
き
た
い 

 
師
岡 

①
学
校
図
書
室
に
図
書
室
業

務
の
職
員
、
あ
る
い
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
配
置
は
で
き
な
い
か
。 

②
学
校
図
書
室
と
町
立
図
書
館
の
連

携
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
。 

 

教
育
長 

①
学
習
指
導
要
領
に
学
校

図
書
館
を
計
画
的
に
利
用
し
、
そ
の

機
能
の
活
用
を
図
り
、
児
童
の
主
体

的
、
意
欲
的
な
学
習
活
動
や
読
書
活

動
を
充
実
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
当
町
内
の
各
学
校
で
は
専
門

の
司
書
教
諭
を
置
い
て
は
お
ら
ず
、

司
書
教
諭
の
資
格
を
持
っ
た
先
生
を

中
心
に
、
担
任
の
先
生
、
児
童
・
生

徒
で
組
織
す
る
図
書
委
員
会
が
貸
し

出
し
業
務
、
蔵
書
の
管
理
、
整
理
を

し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
学

習
指
導
要
領
の
達
成
に
向
け
て
、
読

書
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
、

朝
読
書
の
設
定
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
読
み
聞
か
せ
等
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
今
後
、
学
校
側
と
も
協
議
し

な
が
ら
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

の
配
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。 

②
当
町
の
小
・
中
学
校
の
図
書
館
の

蔵
書
冊
数
は
、
文
部
科
学
省
が
定
め

た
学
校
図
書
館
に
整
備
す
べ
き
蔵
書

冊
数
の
標
準
、「
学
校
図
書
館
図
書
標

準
」
に
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
約
85
％
と

60
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
度
は
学

習
指
導
要
領
の
趣
旨
に
鑑
み
、
各
学

校
か
ら
の
予
算
要
求
額
を
上
回
る
予

算
措
置
を
行
い
、
図
書
の
整
備
を
図

る
こ
と
と
し
た
。
蔵
書
リ
ス
ト
等
の

町
立
図
書
館
と
学
校
図
書
館
の
情
報

共
有
に
つ
い
て
は
、
実
施
で
き
て
い

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
町
立
図

書
館
で
は
各
学
校
に
対
し
て
団
体
貸

し
出
し
も
実
施
し
て
お
り
、
町
立
図

書
館
の
司
書
と
学
校
と
の
交
流
を
よ

り
い
っ
そ
う
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、

保
護
者
や
地
域
の
方
が
た
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
町
立
図
書
館
と
の
連
携

を
い
か
に
し
た
ら
図
れ
る
か
を
研
究

し
、
学
校
図
書
館
の
充
実
に
向
け
た

取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
。 

      

島
崎
利
雄
議
員 

 

介
護
保
険
制
度
の
改
善
を 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
高
齢
者
在
宅
生
活
支
援
助
成

金
に
よ
る
在
宅
高
齢
者
の
支
援
や
、

地
域
支
援
事
業
や
社
会
福
祉
協
議
会

を
通
じ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
っ
て
い
る 

 

島
崎 

①
介
護
保
険
料
の
減
免
を
。

②
保
険
あ
っ
て
介
護
な
し
の
状
況
は
。

③
施
設
な
ど
へ
の
３
％
の
介
護
報
酬

の
引
上
げ
の
状
況
は
。 

 

町
長 

①
介
護
保
険
法
で
は
、
災
害

等
に
よ
る
保
険
料
の
減
額
又
は
免
除

の
規
定
は
あ
る
が
、
介
護
保
険
は
社

会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
あ
り
、
一

律
に
一
般
財
源
で
減
免
す
る
こ
と
は

制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
ず
、

厚
生
労
働
省
か
ら
も
実
施
し
な
い
よ

う
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
一
方
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
高
齢
者
の
う
ち
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
に
は
年
額

１
万
円
、
在
宅
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
は
５
千
円
を

助
成
す
る
、「
高
齢
者
在
宅
生
活
支
援

助
成
金
」
制
度
を
今
年
度
か
ら
開
始

し
、
在
宅
高
齢
者
の
経
済
的
な
負
担

の
軽
減
と
、
在
宅
で
の
生
活
の
継
続

を
支
援
し
て
い
る
。 

②
要
支
援
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
は
、
平
成
18
年
度
に
創
設
し
た

地
域
支
援
事
業
に
お
け
る
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
に

お
い
て
実
施
し
て
い
る
有
償
家
事
援

助
サ
ー
ビ
ス
等
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
施

設
利
用
者
の
割
合
は
国
の
目
標
値
に

比
べ
高
い
傾
向
に
あ
る
が
、
町
内
に

４
つ
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
あ

り
、
他
市
町
村
と
比
較
し
て
施
設
サ

ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
お
り
、
利
用
意

向
に
十
分
応
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。 

③
今
回
の
介
護
報
酬
の
改
定
は
、
基

本
的
に
サ
ー
ビ
ス
毎
の
加
算
に
基
づ

い
て
お
り
、
改
定
後
の
実
績
が
１
か

月
の
み
で
あ
り
、
今
後
の
実
績
を
累

計
し
て
の
分
析
が
必
要
と
考
え
て
い

る
。
介
護
従
事
者
の
給
与
を
上
げ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
経
営
者
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
国
で
は
介
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護
職
員
の
処
遇
改
善
を
確
か
な
も
の

と
す
る
た
め
、
第
１
時
補
正
予
算
に

「
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
」
を

盛
り
込
み
、
事
業
所
か
ら
の
処
遇
改

善
計
画
に
基
づ
き
、
介
護
職
員
１
人

当
り
最
大
で
月
額
１
万
５
千
円
の
給

与
引
き
上
げ
を
目
指
し
て
い
る
。 

 

山
ふ
る
問
題
に
つ
い
て 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
住
民
か
ら
の
反
応
は
特
に
な

か
っ
た
が
、
裁
判
結
果
に
つ
い
て
は

一
定
の
判
断
を
い
た
だ
け
た
と
考
え

て
い
る
。
今
後
の
裁
判
の
状
況
に
よ

り
、
町
調
査
委
員
会
に
お
い
て
も
調

査
を
行
い
た
い 

 

島
崎 

①
裁
判
結
果
を
広
報
特
集
号

で
全
戸
に
配
布
さ
れ
た
が
、
住
民
の

反
応
は
。
②
全
容
解
明
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
町
と
し
て
ど
う
対
応
す
る

か
。 

 

町
長 

①
町
民
か
ら
の
反
応
は
、
特

に
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
町
が
提
訴

し
た
損
害
賠
償
等
請
求
事
件
に
つ
い

て
は
、
町
が
金
額
面
に
お
い
て
勝
訴

し
た
こ
と
で
、
一
定
の
判
断
を
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

②
山
の
ふ
る
さ
と
村
裁
判
に
つ
い
て

は
、
今
後
高
等
裁
判
所
に
審
理
が
移

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
過
程
の
中
で
新

た
な
事
実
が
判
明
す
る
場
合
も
あ
り
、

そ
の
場
合
に
は
、
町
調
査
委
員
会
に

お
い
て
も
許
さ
れ
る
範
囲
の
中
で
調

査
を
行
い
、
全
容
の
解
明
に
努
力
し

て
い
く
。 

 

住
民
が
定
額
制
で
負
担
し
て
い
る
も

の
が
非
常
に
多
い
の
で
は
な
い
か 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
税
や
使
用
料
、
手
数
料
等
の

住
民
負
担
に
つ
い
て
は
、
減
免
措
置

も
あ
り
、
不
公
平
に
な
る
こ
と
な
く

対
応
し
て
い
る 

 

島
崎 

①
住
民
負
担
で
定
額
で
負
担

が
さ
れ
て
い
る
主
な
も
の
を
明
ら
か

に
。
②
住
民
へ
の
不
公
平
的
な
も
の

は
な
い
の
か
。 

 

町
長 

①
②
住
民
税
を
始
め
、
水
道

使
用
料
、
保
育
料
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
町
営
住

宅
使
用
料
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
住
民

か
ら
い
た
だ
く
負
担
金
は
、
受
益
者

負
担
の
公
平
性
と
、
各
種
の
住
民
福

祉
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
財
源
を

確
保
す
る
う
え
で
、
必
要
不
可
欠
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
生
活
弱
者
と

い
わ
れ
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
そ
の

程
度
に
よ
り
減
免
措
置
等
も
あ
り
、

住
民
負
担
に
つ
い
て
は
不
公
平
に
な

る
こ
と
な
く
対
応
し
て
い
る
。
経
済

状
況
が
悪
化
し
て
い
る
今
日
で
は
あ

る
が
、
行
政
運
営
の
柱
は
住
民
皆
様

か
ら
い
た
だ
く
税
や
使
用
料
、
手
数

料
等
で
あ
る
の
で
、
各
種
事
業
に
お

け
る
受
益
者
負
担
、
住
民
負
担
は
必

要
と
考
え
て
い
る
。 

  

竹
内
和
男
議
員 

 

長
期
総
合
計
画
の
実
現
達
成
に
つ
い

て ・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
今
年
度
で
前
期
計
画
が
終
了

す
る
の
で
、
町
民
を
中
心
に
組
織
す

る
「
第
四
期
奥
多
摩
町
長
期
総
合
計

画 
後
期
基
本
計
画
ま
ち
づ
く
り
会

議
」
を
設
置
し
、
後
期
基
本
計
画
を

策
定
す
る
考
え
で
あ
る 

竹
内 

長
期
総
合
計
画
全
般
に
つ
い

て
、
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
は
体

制
の
あ
り
か
た
、
優
先
順
位
、
達
成

時
期
等
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、

町
民
参
加
に
よ
る
取
り
組
み
が
必
要

で
は
な
い
か
。 

 

町
長 

長
期
総
合
計
画
の
達
成
を
目

指
し
、
分
野
別
基
本
方
向
に
沿
っ
て

前
期
基
本
計
画
を
策
定
し
て
い
る
が
、

今
年
度
は
前
期
の
５
か
年
が
終
了
す

る
の
で
、
町
の
将
来
像
を
確
実
に
実

現
し
て
い
く
た
め
、
前
期
基
本
計
画

を
見
直
し
、
国
・
都
の
制
度
改
正
や

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
、

後
期
基
本
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
既
に
後
期
基
本
計
画
策

定
の
準
備
作
業
と
し
て
、
前
期
基
本

計
画
達
成
状
況
の
点
検
作
業
を
行
い
、

そ
の
進
捗
状
況
を
把
握
し
て
き
た
が
、

後
期
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
も
、

長
期
総
合
計
画
の
基
と
な
る
基
本
構

想
策
定
時
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
、

「
奥
多
摩
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
住
民

委
員
会
」
の
部
会
長
で
あ
っ
た
皆
さ

ん
方
を
中
心
に
組
織
す
る
、「
第
四
期

奥
多
摩
町
長
期
総
合
計
画 

後
期
基

本
計
画
ま
ち
づ
く
り
会
議
」
を
設
置
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し
、
計
画
の
進
捗
状
況
を
ご
説
明
し

た
う
え
で
、
改
め
て
ご
意
見
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
住
民
参
加
を
基
本
と

し
て
策
定
す
る
考
え
で
あ
る
。 

  

小
林 

勤
議
員 

 

本
年
３
月
定
例
会
、
私
の
一
般
質
問

の
答
弁
に
つ
い
て
、
再
度
山
の
ふ
る

さ
と
村
問
題
を
問
う 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
答
）
事
件
は
引
き
続
き
高
等
裁
判

所
で
審
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
町
の

調
査
委
員
会
が
終
息
宣
言
を
す
る
考

え
は
も
と
よ
り
な
い 

 

小
林 

①
使
徒
不
明
金
に
つ
い
て
、

町
調
査
委
員
会
の
調
査
は
終
結
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
結
論
に
つ
い

て
問
う
。
②
調
査
委
員
長
は
結
論
に

つ
い
て
、
文
書
で
町
長
及
び
東
京
都

に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
と
思
う
が
、

写
し
を
提
出
さ
れ
た
い
。
③
広
報
等

で
町
民
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
理
由
は
。
④
こ
の
問
題
は
う
や

む
や
に
で
き
な
い
。
改
め
て
町
長
の

所
見
を
問
う
。 

 

町
長 

①
②
③
④
３
月
議
会
の
一
般

質
問
の
際
に
は
、「
任
意
の
調
査
委
員

会
の
調
査
に
は
参
考
人
招
致
な
ど
の

権
限
等
の
問
題
が
あ
り
、
現
時
点
に

お
い
て
は
こ
れ
以
上
の
調
査
に
は
限

界
が
あ
る
。
法
律
事
務
所
の
指
導
を

仰
ぎ
な
が
ら
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て

責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
」
と
答
弁
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支
部
に
お

け
る
一
審
判
決
は
、
町
が
金
額
面
で

は
勝
訴
し
た
も
の
の
、
不
当
に
税
金

が
支
出
さ
れ
た
こ
と
の
事
実
と
重
大

性
を
重
く
受
け
止
め
、
東
京
高
等
裁

判
所
に
控
訴
し
た
経
緯
も
あ
り
、
今

後
、
山
の
ふ
る
さ
と
村
事
件
の
解
明

に
つ
い
て
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
で

引
き
続
き
審
理
が
行
わ
れ
、
審
理
の

過
程
で
新
た
な
事
実
が
判
明
し
た
場

合
、
権
限
等
の
及
ぶ
範
囲
内
で
町
が

調
査
を
行
う
場
合
も
あ
り
、
裁
判
が

継
続
審
議
さ
れ
終
結
し
て
い
な
い
状

況
の
中
で
、
町
の
調
査
委
員
会
が
「
終

結
宣
言
」
を
す
る
と
い
う
考
え
は
も

と
よ
り
な
い
。 

 

 

第
２
回
臨
時
町
議
会
が
、
５
月
28

日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
４
議
案
が
そ

れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 
 

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

○
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
料
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

○
議
会
の
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

    
前
号
に
掲
載
し
ま
し
た
外
部
監
査

制
度
に
つ
い
て
、
わ
か
り
づ
ら
い
と

の
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
改

め
て
詳
細
を
掲
載
し
ま
す
。 

 

外
部
監
査
制
度
は
、
平
成
９
年
に

創
設
さ
れ
た
制
度
で
、
趣
旨
は
地
方

公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
と
適

切
な
予
算
執
行
の
確
保
の
た
め
、
町

の
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
と
は
別
に
、

外
部
の
有
資
格
者
に
よ
る
監
査
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
監
査
機
能
の
一
層

の
充
実
を
図
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
外
部
監
査
制
度
に
は
、
包

括
外
部
監
査
と
個
別
外
部
監
査
の
２

つ
の
制
度
が
あ
り
、
包
括
外
部
監
査

は
、
外
部
監
査
人
が
自
ら
選
定
し
た

事
務
の
執
行
等
の
う
ち
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
特
定
の
事
件
を
年
１
回

以
上
行
う
監
査
で
あ
り
、
個
別
外
部

監
査
は
、
議
会
、
町
長
、
又
は
住
民

か
ら
事
務
監
査
請
求
や
住
民
監
査
請

求
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
町
の
監
査

委
員
に
代
え
て
外
部
監
査
人
が
行
う

こ
と
が
で
き
る
監
査
と
な
っ
て
い
ま

す
。 な

お
、
町
に
お
い
て
外
部
監
査
制

度
を
導
入
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関

す
る
条
例
の
制
定
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。 

 

第
２
回
臨
時
町
議
会 

外
部
監
査
制
度
に
つ
い
て 
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５ 
 

月 

13
日 

水
道
事
業
都
営
水
道
一
元
化
基
本
協

定
締
結
式 

14
日 

三
か
町
村
議
会
結
婚
問
題
検
討
部
会 

15
日 

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
総
会 

18
日 

奥
多
摩
観
光
協
会
定
期
総
会 

19
日 

秋
川
衛
生
組
合
定
例
議
会 

21
日 

三
多
摩
上
下
水
及
び
道
路
建
設
促
進

協
議
会
（
以
下
「
三
水
協
」
）
総
会 

 
 
 

小
・
中
学
校
長
歓
送
迎
会 

22
日 

奥
多
摩
防
火
女
性
の
会
懇
親
会 

青
梅
交
通
安
全
協
会
定
期
総
会 

25
日
〜
27
日 

会
派
視
察
研
修
（
鳥
取
県
日
南
町
・

奥
多
摩
の
未
来
を
創
る
会
・
新
政

会
・
ふ
る
さ
と
未
来
） 

28
日 

第
２
回
臨
時
会 

三
か
町
村
議
会
議
員
広
域
連
絡
協

議
会
定
期
総
会 

29
日 

東
京
都
三
多
摩
地
区
消
防
運
営
協
議

会
通
常
総
会 

 

６ 
 

月 

１
日 

日
の
出
町
町
政
施
行
三
十
五
周
年
記

念
式
典 

３
日 

議
会
運
営
委
員
会 

青
梅
警
察
懇
話
会
定
例
懇
親
会 

４
日 

春
の
交
通
功
労
者
等
表
彰
式 

５
日 

正
副
消
防
団
長
Ｏ
Ｂ
会
定
期
総
会 

三
か
町
村
議
会
結
婚
問
題
検
討
部
会 

９
日 

第
２
回
定
例
会
（
第
１
日
） 

経
済
厚
生
常
任
委
員
会 

11
日 

三
か
町
村
議
会
結
婚
問
題
検
討
部
会 

12
日 

第
２
回
定
例
会
（
第
２
日
） 

18
日 

奥
多
摩
民
謡
連
盟
お
さ
ら
い
会 

20
日 

お
見
合
い
交
流
事
業 

27
日 

郷
土
芸
能
保
存
団
体
協
議
会
定
期
総

会 
29
日
〜
30
日 

東
京
都
町
村
議
会
議
長
会
行
政
視
察

（
岩
手
県
葛
巻
町
） 

 

７ 
 

月 

５
日 

消
防
団
ポ
ン
プ
操
法
審
査
会 

６
日 

奥
多
摩
・
檜
原
間
林
道
鋸
山
線
改
修

都
道
編
入
促
進
協
議
会
定
期
総
会 

９
日
〜
10
日 

全
国
森
林
環
境
税
創
設
促
進
議
員
連

盟
役
員
会
・
定
期
総
会
（
長
野
県
松

本
市
） 

16
日 

町
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会 

17
日 

表
彰
審
査
委
員
会 

21
日
〜
22
日 

西
多
摩
郡
町
村
議
会
議
長
会
行
政

視
察
（
北
海
道
浜
中
町
） 

23
日 

国
道
139
号
松
姫
ト
ン
ネ
ル
建
設
促

進
連
絡
協
議
会
総
会 

24
日 

西
多
摩
地
区
議
長
会
定
例
会 

25
日 

少
年
少
女
ス
ポ
ー
ツ
大
会 

27
日 

下
水
道
供
用
開
始
記
念
式
典 

28
日 

東
京
都
市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害

補
償
等
組
合
議
会
臨
時
会 

 
 
 

三
水
協
第
１
委
員
会
正
副
委
員
長

会
議 

 
 
 

三
水
協
第
３
委
員
会 

29
日 

西
多
摩
郡
町
村
議
会
議
員
親
睦
会 

30
日 

首
都
圏
中
央
連
絡
道
路
建
設
促
進
協

議
会
総
会 

 
 
 

三
水
協
第
２
委
員
会 

31
日 

三
鷹
・
立
川
間
立
体
化
複
々
線
促
進

協
議
会
、
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
等

建
設
促
進
協
議
会
合
同
総
会 

編
集
後
記 

 

 

百
年
に
一
度
の
大
恐
慌
と
い
わ
れ
た

世
界
経
済
は
、
底
打
ち
回
復
傾
向
に
あ

る
と
聞
か
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ

け
の
危
機
が
そ
う
簡
単
に
は
回
復
は
望

め
ず
、
ま
だ
時
間
が
か
か
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
引
き
続
き
景
気
刺
激

策
の
継
続
が
望
ま
れ
る
中
、
Ｇ
８
主
要

国
首
脳
会
議
が
開
か
れ
、
経
済
・
気
象

温
暖
化
・
核
軍
縮
等
々
、
山
積
す
る
課

題
も
多
く
、
先
進
国
、
新
興
国
、
そ
し

て
途
上
国
の
協
調
が
不
可
欠
で
あ
り
、

ラ
ク
イ
ラ
サ
ミ
ッ
ト
も
閉
幕
し
ま
し
た
。 

 

国
内
で
は
い
よ
い
よ
政
治
決
戦
。
政

権
維
持
か
政
権
交
代
か
を
問
う
次
期
衆

院
選
の
日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
。
過
日

の
都
議
会
議
員
選
挙
で
は
、
多
く
の
人

が
国
政
を
に
ら
ん
だ
選
択
だ
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。 

 

当
町
議
会
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
政

治
の
動
き
を
冷
静
に
受
け
止
め
、
信
頼

さ
れ
る
議
会
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。 

（
原
島 

伸
行
） 

竹
内 

和
男 

清
水 

典
子 

島
崎 

利
雄 

前
田 

悦
男 

議 

会 

日 

誌 

平
成
21
年
第
３
回
定
例
町
議
会

（
９
月
定
例
会
）
は
、
９
月
８
日
か

ら
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

細
か
い
日
程
は
防
災
行
政
無
線

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の

方
の
傍
聴
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 


